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7次計画 変更点 

３ 医療提供体制の構築 

 (1) 地域医療構想 

【現状と課題】 

○ 限られた医療資源を有効に活用し、効率的で質の高い医

療を提供するため、圏域ごとに医療機関の役割分担と連携

の促進を図ることが必要です。 

病床機能報告で報告された病床数と必要病床数を比較し 

た場合、当圏域については、高度急性期・急性期の病床数

が多く、回復期の病床数が少ないことから、実際に提供して

いる医療を検証した上で、必要な病床への転換等を図る必

要があります。 

○ 団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）となる 2025年

（平成 37 年）に向けて、病床の機能分化と連携、在宅医

療・介護の推進等、効率的かつ質の高い医療提供体制

の構築と、地域包括ケアシステム※１の構築が急務の課

題です。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

医療機関の役

割分担と連携 

 

 

○圏内の医療機関相互の協議の場におい

て、毎年度の病床機能報告等の情報を

関係者で共有し、PDCA サイクルを効

果的に機能させながら、医療機関の役

割分担と連携を支援します。 

（図表１１－１－３－１、１１－１－３－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）５疾病・５事業及び在宅医療の医療連携体制 

 ① がん 

【現状と課題】 

○ 当圏域のがんによる死亡の部位別割合は、平成26年では

第１位が気管・気管支・肺で 19.9％、第２位が胃で 12.1％、

第３位が肝・肝内胆管で 9.9％となっています。肝及び肝内

胆管の標準化死亡比（平成 20年～24年）が岡山市の女性

を除いて 100より高くなっています。(図表11-1-3-3、 

11-1-3-4） 

○ 当圏域のがん検診受診率は、罹患率の高い乳がんや若年

者の罹患率が増加傾向にある子宮頸がんが岡山県の受診率

を下回っており、受診率向上に向けた取組が必要です。すべて

のがん検診受診率向上を目指し、特定健康診査と同時受診が

できる総合検診方式を取り入れるなど、受診しやすい検診体制

 

 

 

 

平成27年では第１位が気管・気管支・肺で 23.8％、

第２位が胃で13.2％、第３位が肝・肝内胆管で9.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

の整備等に取り組む必要があります。(図表11-1-3-5) 

○ 当圏域には、「県がん診療連携拠点病院」があるほか、「地

域がん診療連携拠点病院」が３施設、県独自に認定している

「がん診療連携推進病院」が３施設あり、県内で最もがん医

療が充実している圏域です。がん診療連携拠点病院等にお

いては、県民からのがんに関する相談に応じるとともに、地域

の医療関係者に対し「地域連携クリティカルパス」※の活用

などにより標準治療や緩和ケアの普及を行っています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

がんの予防 

 

 

 

 

○あらゆる機会を通じてがんの予防に関す

る正しい知識の普及や、生活習慣とがん

との関連等について啓発を図り、がんの

予防対策を推進します。また、健康づくり

ボランティア組織である愛育委員会・栄

養改善協議会と協働で、生活習慣の改

善を中心とした健康づくりを推進します。 

がんの早期発

見 

 

 

 

 

 

 

○がんの早期発見・早期治療に結びつくよ

う、市町や関係団体とともに、総合検診

方式の導入等によるがん検診の受診率

向上及び事後指導の充実に努めます。 

○特に、女性のがん検診受診率向上に愛

育委員会と連携して取り組みます。 

○肝炎の医療連携を推進し、肝がんを早期

発見できる体制の構築に努めます。 

がんの診断・

治療に関する

医療水準の向

上 

 

 

 

 

○「県がん診療連携拠点病院」を中心に当

圏域の「がん診療連携拠点病院」「がん

診療連携推進病院」が地域連携クリティ

カルパスの活用促進を図り、医療機関相

互の連携体制づくりを推進します。 

○医師会等関係機関が相互に連携し、地

域の特性に応じた在宅緩和ケア体制の

整備について検討し、患者が在宅で療

養できる環境を整備します。 

 

患者・家族へ

の支援 

 

 

 

○関係機関はがんに関する相談、支援を

行うとともに、がん 診療連携拠点病院に

設置されている「がん相談支援センター」の

活用や、「岡山がんサポート情報」により情

報提供 を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がんの早期発見・早期治療に結びつくよう、市町や関

係団体とともに、普及啓発や研修会の場を設けます。ま

た、総合検診方式の導入や、職域保健と連携等による

受診率向上及び事後指導の充実に努めます 

 

 

②  脳卒中 

【現状と課題】 

○ 当圏域における平成20年～24年の脳血管疾患の標準化

 

 

 



 

 

死亡比は、男性94.8、女性88.5で、平成26年の死因別死

亡の第４位で、全死亡の 8.7％を占めています。(図表 11-

1-3-4、11-1-2-7) 

○ 脳卒中は、発症後早期の適切な治療とリハビリテーションに

より、死亡や後遺症を残す可能性を低減できることから、県

民に安心して良質な医療が提供できる体制づくりを目指して

います。専門的な診療（t-PA 静脈内投与等）が 24 時間可

能な急性期医療機関は、県内に 14 施設ある中で、当圏域

には９施設あります。これらの医療機関と回復期リハビリテー

ション医療機関等が円滑に医療連携できるよう、当圏域の医

療機関が中心となり「もも脳ネット」※１を結成して圏域内で統

一した「もも脳ネット連携パス」を作成しました。医療関係者が

主体となって、パスの運用や連携の在り方等について定期的

に検討会を開催し、地域連携を推進しています。現在では介

護関係者も加わり、在宅での地域連携を推進するための「在

宅パス」※２も作成し、在宅ケアの充実に向けた取組を行っ

ています。 

○ 早期の治療を開始するために、県民に対する脳卒中の病

気の理解と対応を啓発をするとともに、県南東部圏域救急医

療体制推進協議会や県南東部メディカルコントロール協議会

と連携し、迅速な脳卒中患者搬送体制の整備を進めていま

す。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

脳卒中の予防 

 

 

 

 

○県民が高血圧症、糖尿病、脂質異常

症等の生活習慣病 に関する正しい知

識を持つよう、生活習慣の改善に関する 

知識の普及啓発を行い、脳卒中の発症

予防を図ります。 また、愛育委員会や

栄養改善協議会と協働で健康づくりを 

推進します。 

救護・救急体制

の充実 

 

 

 

 

 

○市町や健康づくりボランティアと連携

し、広報誌や講演会等により、本人や

家族等周囲にいる者が、早く脳卒中の

症状に気付き受診につながるよう、啓

発に取り組みます。 

○「もも脳ネット」等の検討の場で、急性期

医療機関間の連携について協議し、発

症後4.5時間以内のt-PA静脈内投与

による血栓溶解療法など、迅速かつ適

平成27年の死因別死亡の第４位で、全死亡の 8.1％ 

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「もも脳ネット」等の検討の場で、急性期医療機関間

や消防機関との連携について協議し、発症後 4.5 時

間以内の t-PA 静脈内投与による血栓溶解療法な

ど、迅速かつ適切な治療開始体制を確保します。 



 

 

切な治療開始体制を確保します。 

 

医療提供体制

の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

○脳卒中の急性期から回復期、維持期、

在宅療養のそれぞれの過程に応じて

治療等の診療情報を共有しながら対

応できるよう、「もも脳ネット」と連携し、

地域連携クリティカルパスの活用を進

めます。 

○医師会等と連携し、地域特性に応じた

在宅医療連携について検討し、脳卒中

在宅パスを活用し、在宅の脳卒中患

者が必要に応じて福祉サービスや歯

科医療等のサービスが受けられるよう

にします。 
 

 

③  急性心筋梗塞 

【現状と課題】 

○  当圏域における急性心筋梗塞の標準化死亡比（平 

成20年～24年）は男性124.0、女性113.6 と 100を超え

ています｡(図表11-1-3-4) 

○ 急性心筋梗塞は、生活習慣病と関連が深く、高血圧症・糖

尿病・脂質異常症等の予防や喫煙等生活習慣の改善を推

進する必要があります。 

○ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方を含む心肺蘇生法

の普及啓発も必要です 

○ 平成 27 年４月１日現在の急性期医療機関は、県内に 11

施設ありますが、そのうち当圏域に８施設あります。回復期医

療機関は 15施設のうち 10施設、再発予防医療機関は 50

施設のうち 26施設が当圏域内の施設となっています。急性

心筋梗塞医療連携クリティカルパスの運用等により、これら

の医療機関の連携を進めるとともに、医療連携に参加する医

療機関を増加させる必要があります。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

急性心筋梗塞

の予防 

 

 

○生活習慣病に関する正しい知識を持つ

よう、生活習慣の改善に関する普及啓

発を行います。また、愛育委員会・栄養

改善協議会と協働し、健康づくりを推進

します。 

救護・救急体

制の充実 

○ＡＥＤ設置箇所の増加と蘇生法の普及啓

発を進めます。 

③ 心筋梗塞等の心血管疾患の医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 29 年４月１日現在の急性期医療機関は、県

内に 12施設ありますが、そのうち当圏域に 9施設あ

ります。回復期医療機関は 15 施設のうち 10 施設、

再発予防医療機関は 55施設のうち 27施設が当圏

域内の施設となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末には厚生労働省から新たなデーターが出される

と思いますがそれまではこのままで 



 

 

医療提供体制

の整備 

 

 

 

 

 

 

 

○県南東部地域医療連携推進会議等によ

り、急性期医療機関・回復期医療機関・

かかりつけ医の医療連携の推進を図りま

す。 

○県南東部メディカルコントロール協議会の

活動を通じて、特定行為等による救命蘇

生の適切な実施、急性期医療機関への

迅速な搬送等により、当圏域における救

急医療体制の整備を推進します。 
 

④  糖尿病 

【現状と課題】 

 

 

○ 県民に安心して良質な医療が提供できる体制づくりを目指

して、地域連携クリティカルパスを作成し、糖尿病の医療連

携の推進を図り、患者の病状・病態にあった医療機能を担う

医療機関の整備、情報提供を推進しているところです。 

○ 平成27年３月31日現在の糖尿病専門治療機関は、県内

に 28 施設ありますが、そのうち当圏域に 15 施設あります。

さらに糖尿病の医療連携を進めるため、機能別の届出医療

機関を増やすとともに、かかりつけ医と歯科も含めた専門治

療医療機関等の切れ目のない医療連携体制の構築が必要

です。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

予防・早期発

見 

 

 

 

 

 

○愛育委員会・栄養改善協議会や健康お

かやま 21 推進団体等と協働して、糖尿

病の危険因子や初期症状、合併症、予

防の必要性について県民に対し広く啓発

し、予防と早期発見に努めます。 

○地域・職域保健連携推進協議会の開催

等により、特定健康診査の受診率向上

に取り組みます。 

地域における

医療連携体制

の整備 

 

 

 

 

○医師会等と連携し、地域連携に参画する

初期・安定期治療等の医療機関を増や

すとともに、地域連携クリティカルパス

の活用により、予防・治療の各ステー

ジに応じた治療及び栄養や運動指導

等が効果的になされるよう、医療連携

体制の構築を図ります。 

【追記】 

○ 生活習慣病であり、近年増加傾向にある糖尿病は、

放置すると CKD（慢性腎臓病）等の重篤な合併症に

至ります。そのため、糖尿病の発症予防や重症化予

防が課題となっています。 

 

 

 

○ 平成29年３月３１日現在の糖尿病専門治療機関 

は、県内に 30施設ありますが、そのうち当圏域に 15

施設あります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

○県民に良質かつ適切な医療を効率的

に提供し、糖尿病の自己管理による生

活の質の確保・向上を図るために、岡

山県栄養士会等と連携し、入院時から

在宅に至る地域一体型のシームレス

な糖尿病の栄養管理支援体制の構築

を図ります。 

糖尿病医科歯

科医療連携の

推進 

 

 

○市町と連携し、県民に対して糖尿病と歯

周疾患の関係について啓発します。 

○県南東部地域医療連携推進会議等を通

じて、糖尿病の医科歯科連携を推進しま

す。 
 

 

⑤  精神疾患 

【現状と課題】 

○ 現在の厳しい社会環境の中で、うつ病や自殺等々な心の

健康問題が増加しており、また、ひきこもりや不登校等の思

春期の心の問題に関する相談も増えています。 

 これらに対応するため、心の健康づくり県民講座等により、

正しい知識の普及啓発や、精神障害者への偏見の解消を行

うとともに、精神保健福祉相談窓口の開設等、早期に治療等

の必要な対応ができる環境づくりを進めていく必要がありま

す｡ 

   また、高齢者の心の健康保持のために、孤立を防ぐサポー

ト体制の整備が必要です｡ 

○ 精神病床を有する病院は、県内に 23 施設ありますが、そ

のうち当圏域に１２施設があります。地域移行推進協議会等

で関係機関と課題を共有し、患者の退院から地域への定着

のための支援を総合的に推進していく必要があります｡ 

○ 精神保健福祉法に基づく通報に対しては、迅速で適正な

対応が必要とされています。また、精神障害者が地域生活

を持続するためには重篤な状況に至らない段階での対応が

重要であることから、市町や管内に 21 か所ある地域活動支

援センター等と連携した支援が求められます｡また、未治療

者や治療中断者についても、精神保健福祉センター等と連

携しアウトリーチ事業の活用により、丁寧な支援が求められて

います｡ 

○ 精神科疾患と身体科疾患を合併した救急患者に適切に対

応するため、平日の夜間 及び休日の相談対応を行う岡山

県精神科救急医療システム整備事業の円滑な実施ととも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23カ所 

 

 

 

 

～実施が求められています。また、岡山市内の病院で

は、救急科の対応中や入院後に精神科専門医のアドバ

イスが必要な場合、岡山県精神科医療センターが 24



 

 

に、精神科病院と一般病院及び消防本部と連携した取組が

必要です。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

精神疾患の予

防早期対応 

 

 

 

 

 

 

 

○心の健康づくり県民講座等を通じて、心

の健康、自殺予防に関する啓発や精神

障害に対する心のバリアフリー（偏見の

解消）を推進します。 

○自死遺族の集いや、市町における 

精神保健福祉相談等を実施し、地域相

談支援体制を充実します。 

○平成22年度に実施した「高齢者のこ 

ころの健康に関する調査」の結果を基

に、吉備中央町で取り組んだ地域自殺対

策緊急強化事業の取組を踏まえ、健康

づくりボランティア等と連携し高齢者ソー

シャルサポート体制を構築します。 

患者・家族へ

の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○精神科病院の長期入院患者につい 

て、病院、市町や地域活動支援センター

等の関係機関と連携したネットワークづく 

り等の支援体制の整備を行い、地域生活

への移行に向けた取組を進めます。 

○未治療、治療中断者については、関係機

関と連携しアウトリーチ事業等の活用に

より、 積極的に支援を行うとともに、精

神障害が疑われる通報に対しては、人

権に配慮しながら迅速・適正に対応しま

す。 

 

 

○市町や地域活動支援センター等とも連

携し、 患者会や家族会の交流事業を行

います。 

 

救急体制の充

実 

 

 

 

 

○精神科疾患と身体科疾患を合併した救

急患者に適切に対応するため、県南東

部圏域救急医療体制推進協議会におい

て、精神科医療機関と連携し、24 時間

365 日、精神科疾患と身体科疾患を合

併した患者に対応するシステムの構築

時間 365日相談に対応し、必要時には往診・入院等の

連携を図っています。 

 

 

○心の健康づくり、自殺予防、アルコール関連問題に関

する啓発や精神障害に対する心のバリアフリー（偏見

の解消）を推進します。 

 

 

 

 

○高齢者の自殺予防対策には、地域のソーシャルサポ

ート体制が効果的であることから、愛育委員会、栄養委

員改善協議会、民生委員会、老人クラブ等と連携し、地

域で高齢者を支え合うネットワークづくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活が維持できるよう支援に努めます。また精

神障害が疑われる通報に対しては、人権に配慮しな

がら迅速・適正に対応するとともに、支援が途切れる

ことがないよう警察等関係機関との連携強化を図りま

す。 

 

地域のピアサポーターと交流を図る等患者会や家族会

の交流事業を行います。 

 

 

○精神科疾患と身体科疾患を合併した救急患者に適

切に対応するため、岡山県精神科救急情報センター

の活用により、精神科医療機関、救急隊や身体科救

急病院との円滑な連携の推進に努めます。 



 

 

 に努めます。 
 

 

⑥  救急医療 

     【現状と課題】 

○  当圏域の初期救急医療体制は、岡山地域、東備地域の

医師会の協力を得て、休日の昼間を中心に在宅当番医制で

実施されています。また、岡山市では休日夜間急患診療所

が運営されています。 

○  二次救急医療体制は、病院群輪番制病院の６施設と 27

の協力病院当番制病院により入院や手術を必要とする重症

救急患者の診療に対応しています。また、救急告示医療機

関が当圏域に 38施設あります。(図表11-1-3-6) 

○  総合病院岡山赤十字病院が救命救急センターとして、ま

た岡山大学病院が高度救命救急センターとして、重症患者

や複数科にわたる重篤な救急患者等を受け入れるなど三次

救急医療を提供しています。 

○ 県南東部圏域救急医療体制推進協議会において、円滑な

救急体制の整備を推進しています。     

○ 総合病院岡山赤十字病院や各消防本部において、ＡＥＤ

の使用等救急講習会を開催しています。 

○  救急車による患者搬送については、平成25年に５消防本

部（局）で 36,266人を搬送しています。 

○  出動件数は、平成 21 年の 33,350 件に比較して、平成

25年は 38,533件と大幅に増加しています｡平成25年の出

動のうち急病が 24,101件で 62.5％、交通事故が 4,352件

で 11.3％、一般負傷が 5,423件で 14.1％で、これらで全体

の 87.9％となっています。 

○ 平成 26年４月１日現在の当圏域の救急救命士は 157人

が確保され、搬送中に医師の指示を受けて救命行為を行っ

ています。 

○ 患者の搬送については、災害・救急医療情報システム等を

活用しながら医療機関と消防機関との連携により、適切な医

療機関へ迅速に搬送できる体制を整備していく必要がありま

す。 

○ 県南東部メディカルコントロール協議会では、救急隊員の

特定行為等救急蘇生行為に係る質の向上に努めています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

救急医療機関

での受診 

○市町及び愛育委員会や栄養改善協議会

等の関係団体と連携し、県民に対して、

 

 

 

 

 

 

 

26の救急病院 

 

 

36施設あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○救急車による患者搬送については、平成27年に５消

防本部（局）で 36,994人を搬送しています。 

○出動件数は、平成22年の33,768件に比較して、平

成 27年は 38,869件と大幅に増加しています｡平成

27年の出動のうち急病が23,045件で57.8％、交通

事故が 4,042件で 10.1％、一般負傷が 5,596件で

14.0％で、これらで全体の 81.9％となっています。 

〇平成 28 年４月１日現在の当圏域の救急救命士は

215人が確保され、搬送中に医師の指示を受けて救

命行為を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 適切な救急医療機関での受診について

の普及啓発を図ります。 

二次、三次救

急医療体制 

 

○県南東部圏域救急医療体制推進協議

会において、救急搬送等救急医療体制

の在り方や充実策について検討するとと

もに、 県民に対して救急医療について

啓発をします。 

救急救命士の

養成 

 

○県南東部メディカルコントロール協議会と

連携し、救急救命士や指導救命士の養

成に努めます｡ 

救急搬送 

 

 

 

 

○災害・救急医療情報システムの活用等

による医療機関の情報共有化を図り、必

要に応じて、ドクターヘリや岡山市消防

ヘリ等の積極的な活用に向けた調整を

行う等、救急搬送体制の充実を図りま

す。 
 

 

 

 

 

 

＃８０００（小児救急医療に係る電話相談窓口）等によ

り、県民に対して救急医療について啓発をします。 

 

 

 

○災害・救急医療情報システムの活用等による医療機

関の情報共有化やドクターヘリの活用等を図り、救急搬

送体制の充実を図ります。 

 

 

⑦  災害時における医療 

【現状と課題】 

○ 災害時医療を適切に提供するため、災害発生時には、岡

山県災害医療本部等設置要綱に基づいて地域災害医療本

部を設置し、対応します｡ 

○ 当圏域では災害拠点病院※として、基幹災害拠点病院に

総合病院岡山赤十字病院が、地域災害拠点病院に岡山済

生会総合病院、国立病院機構岡山医療センター、岡山大学

病院、岡山市立市民病院が指定されています。 

○ 市町における災害時要援護者避難支援計画担当部署と連

携を図り、医療ニーズの高い難病患者をはじめ、災害時の医

療支援体制の整備を進める必要があります。 

 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

関係団体との

連携及び医療

情報の収集 

 

 

 

 

 

 

○災害発生時に、迅速かつ的確な医療支

援が行えるよう、県南東部圏域救急医

療体制推進協議会等において、災害拠

点病院はもとより、医師会や医療機関等

との連携体制を構築します。 

○災害拠点病院や救急医療施設等と連携

し、災害や医療情報の収集、提供を行い

ます。 

○市町と連携し、災害時要援護者に対する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市町と連携を図り、医療ニーズの高い難病患者をは

じめ、災害時の医療支援体制の整備を進める必要が

あります。 

 

 

 

○災害発生時に、迅速かつ的確な医療支援が行えるよ

う、災害･救急医療情報システムの活用推進を図る

とともに、災害拠点病院、医師会や医療機関等との

連携体制を強化します。 

 

 

 

 

○市町と連携し、災害時要援護者に対する支援シート



 

 

医療支援体制の整備を進めます。  

 

災害時の医療

体制の強化 

 

 

 

 

 

○市町と医師会との災害時の医療救護活

動に関する協定等、災害時における医

療救護体制の確保を図ります。 

○当圏域の災害時に災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）※や医療救護班が災害早期

から円滑な対応ができるよう、医師会等

との連携強化を図ります。 

○精神保健福祉センターや精神科医会等

と連携し、被災者に対するメンタルヘル

スケアを実施します。 

災害医療に関

わる保健所機

能の強化 

○災害時に適切な対応ができるよう、研修

等により職員の資質向上に努めます。 

 

の作成を通じて医療支援体制の整備を進めます。 

 

○市町や医師会と情報共有を図りながら災害時おける

医療救護体制の確保を図ります。 

 

○当圏域の災害時に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、

災害派遣精神医療チーム（DPAT）や医療救護班が

災害早期から円滑な対応ができるよう、医師会等と

の連携強化を図ります。 

○岡山県精神科医療センター、精神保健福祉センター 

や精神科医会等と連携し、被災者に対するメンタル

ヘルスケアを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧  へき地の医療 

 【現状と課題】 

○ 当圏域には無医地区が２市４地区、無医地区に準ずる地

区も２市５地区あり、その多くが山間部と島に集中し、少子高

齢化が進んでいます。 

○ 当圏域には、へき地医療拠点病院は３施設（岡山済生会

総合病院・総合病院岡山赤十字病院・赤磐医師会病院）、

へき地診療所は 12施設あります。 

○ へき地は高齢者が多いことから、円滑な搬送体制はもとよ

り、かかりつけ医と救急医療機関等と医療に係る情報の共有

等の連携体制を整備する必要があります。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

へき地における

診療機能の充

実 

 

○市町、へき地医療拠点病院等と連携し、

へき地医療の確保に努めます。 

○へき地の高齢者の急変等に対応するた

め、かかりつけ医や地域の救急医療機

関等との連携を進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨  周産期医療 

 【現状と課題】 

○ 当圏域には、岡山市内に 1 カ所の総合周産期母子医療セ

 

 

 



 

 

ンターとともに 2 カ所の地域周産期母子医療センターがあり

ます。圏域の産科医療機関も岡山市内に集中しています。 

○ 当圏域における出生数は減少傾向にあるものの、平成 26

年の出生率は人口千対8.3で、岡山県と同率です。 周産期

死亡率は長期的に低下傾向ですが、平成 26 年は、岡山県

よりも高くなっています。(図表11-1-2-4) 

 【施策の方向】   

項目 施策の方向 

ハイリスク妊

産婦・新生

児への支援 

○周産期医療機関や市町と連携し、ハイリスク

妊産婦、新生児への支援が効果的に行え

るよう体制整備を図ります。 
 

 

 

○ 当圏域における出生数は減少傾向にあるものの、 

平成27年の出生率は人口千対8.４で、岡山県より 

0.３ポイント高くなっています。 周産期死亡率は長期

的に低下傾向です。 

 

 

 

 

 

 

⑩  小児医療（小児救急医療を含む） 

【現状と課題】 

○ 平成 25 年の当圏域の小児傷病者の救急搬送は、2,919

人で、その 77.6％は軽症でした。また、平成 26年度の小児

救急医療電話相談は、岡山県全体で 11,858 件と相談件数

が増加しています。 

○ 当圏域の小児救急医療支援病院は、国立病院機構岡山

医療センターと総合病院岡山赤十字病院ですが、近年、軽

度の傷病であってもこうした医療機関に受診が集中する傾向

にあります。 

○ 小児救急の患者が二次救急施設に集中する傾向にあり、

初期救急医療体制の充実や二次救急医療施設における小

児科医の確保が課題となっています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

小児（救急）患

者の症状に応じ

た救急医療受

診体制の確保 

○市町や保育所、幼稚園及び愛育委員会

や栄養改善協議会と連携して、小児救

急医療電話相談事業の活用等小児救

急についての普及啓発を進めます。 

小児（救急）医

療体制の充実 

 

○県南東部圏域救急医療体制推進協議会

において小児救急医療の現状や課題に

ついて共有を図り、小児救急医療の充

実を支援します。 
 

 

 

○平成 28 年の当圏域の小児傷病者の救急搬送は、

2,777 人で、その 76.6％は軽症でした。また、平成

28 年度の小児救急医療電話相談は、岡山県全体で

15,897 件と相談件数が減少傾向ですが､圏域では

8,513件と相談件数が増加しています。 

 

⑪ 在宅医療 

 【現状と課題】 

○  65 歳以上の高齢者人口は、増加の一途をたどっており、

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）以降

は、医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれて

います。 

○ 岡山県が平成 27年度に実施した「県民満足度調査（人生

 

 

 

 

 

 

 



 

 

の最終段階における医療編）」では、「高齢となり、日常生活

を送る上で介護が必要な状態になった場合」、当圏域では

27.0％の人が自宅で過ごしたいと希望しています。住み慣れ

た家庭や地域において、適切な医療サービスを受けられる

よう在宅医療の充実を図るとともに、介護も含めたサービス

体制を構築する必要があります。圏域の市町等では、「在宅

医療連携拠点事業」の実施により、地域包括ケアシステム構

築に向けて医療、介護の連携を強化してきました。 

○ 当圏域では、「もも脳ネット」を中心とした医療連携体制の

構築により、脳卒中、大腿骨骨折を発症した患者の早期の在

宅復帰が進んでいます。また、在宅パスの作成、活用によ

り、地域連携に取り組んでいます。今後も、がん、急性心筋

梗塞も含めた在宅パスを活用した地域連携の一層の充実が

必要です。 

○ 在宅医療の推進には、在宅療養支援診療所、在宅療養支

援病院の充実が必要です。また、訪問看護ステーションや地

域包括支援センターの役割・機能の充実を図ることも必要で

す。当圏域では、66（休止中１を含む）の訪問看護ステーシ

ョンが開設されていますが、訪問看護ステーションのない地

域もあります。(図表11-1-3-7) 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

地域連携の推

進 

 

 

 

 

 

○急性期～回復期・維持期～在宅の医療

連携体制の充実を図ります。特に、入退

院時のルールづくりや、在宅パスの活用

が図られるよう普及に努め、地域連携を

推進し、在宅ケアの充実に努めます。 

○地域包括支援センターとともに訪問看護

ステーションの役割・機能の充実を図り

ます。 

在宅医療の推

進 

 

 

 

 

 

 

○県南東部地域医療連携推進会議や研修

会等により、医師会等関係団体や市町と

協働し、在宅医療の推進を図ります。 

○市町が地域包括ケアシステムの構築の

ため医師会等と連携して取り組む「在宅

医療・介護連携推進事業」をはじめとし

て、在宅医療の連携推進のため、広域

的な視点に立った支援を行います。 

在宅歯科診療

連携体制の整

○医師会等と連携し、５疾病の地域連携を

推進するとともに、歯科医師会と連携し、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当圏域では、平成29年3月末現在70の訪問看護 

ステーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇身近な市町村の在宅医療連携の取組の中で、歯科

医師会と連携し、訪問歯科診療を実施する歯科診療所



 

 

備 

 

 

訪問歯科診療を実施する歯科診療所の

充実に努め、在宅での連携体制の整備

を図ります。 

薬剤師による

訪問薬剤管理

指導の推進 

○5 疾病の地域連携の推進を通じて、訪問

薬剤管理指導の推進を図ります。 

 

の充実に努め、在宅での連携体制の整備を図ります。 

 

 

○在宅医療と介護の連携の推進を通じて、訪問薬剤管

理指導の推進を図ります。 

 

（３）  公的病院等が担う役割 

 【現状と課題】 

○ 自治体病院や国立病院機構岡山医療センター、岡山大学

病院等のいわゆる公的病院は、当圏域に 18施設あり、圏域

内の病床数の約30％を占めています。公的病院は、周産期

医療からがん等の生活習慣病の拠点病院として、また災害

医療やへき地医療の拠点病院として、重要な役割を担って

います。自治体病院では、医師確保や経営改善が課題とな

っている病院も少なくありません。 

○ 公的病院は地域医療の拠点として、救急医療や地域連携

の中心的役割を果たすことが求められています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

救急医療の充

実 

 

 

○救急告示病院として傷病者の受入れを推

進するとともに、協力病院当番制病院へ

の積極的参加を推進し、公的病院におけ

る救急医療の充実を図ります。 

県民に信頼・

安心される病

院の実現 

 

 

○地域連携の中心的役割を果たし、回復期リ

ハビリテーションの実施や地域の診療所と

連携した 24 時間診療体制による在宅医

療を支援するなど、県民に信頼・安心され

る病院の実現を図るため、自治体病院の

検討会議等を通じて支援します。 

診療体制の充

実 

○研修医をはじめとする医師に対して、地域

医療の魅力についての情報提供等により、

医師確保を支援します。 
 

 

 

（４）  医療安全対策 

【現状と課題】 

○ 医療に関する患者・家族等からの苦情・相談に対応し、医

療機関が適切に対応できるよう情報提供や助言を行うため、

保健所に医療安全相談窓口を設置しています。 

○ 医療機関における院内感染防止対策や医療安全対策の

徹底が求められています。保健所では、安全管理体制の確

保に向けて、管内の病院や有床診療所に対し立入検査を実

 



 

 

施しています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

医療安全相談

窓口 

 

○地域の医療関係機関等と連携し、各機

関において、医療安全相談に適切に対

応する体制を構築するよう努めます。 

 

医療の安全確

保 

 

 

 

 

○院内感染や医療事故に関する情報等の

迅速な情報提供に努めるとともに、医

療機関への立入検査等を通じて安全

管理体制の状況を把握する等、医療機

関における適切な医療安全対策を進

めます。 
 

（５）  医薬分業 

【現状と課題】 

○ 当圏域の処方箋受取率は年々増加し、平成 25 年度では

57.2％となっていますが、岡山県、全国の状況に比べて低

く、医薬分業をさらに推進する必要があります。患者がかかり

つけ薬局を持ち、患者が複数の医療機関を受診した場合の

薬歴一元管理等、医薬分業のメリットを県民に周知する必要

があります。(図表11-1-3-8) 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

効果的な普及

啓発 

 

○医薬分業の趣旨とメリットが広く理解される

よう、市町、薬剤師会と連携し、「薬と健

康の週間」を中心に啓発活動に積極的

に取り組みます。 

かかりつけ薬局

の定着 

 

 

 

 

○医師会、歯科医師会及び薬剤師会等関

係団体と連携し、「かかりつけ薬局」の定

着を促進します。 

○糖尿病等の在宅医療地域連携の推進を

通じて、複数医療機関受診における「か

かりつけ薬局」の重要性を関係者間で共

有します。 
 

 

 

  平成27年度では 60.1％となっていますが 

４ 保健医療対策の推進 

 ① 健康増進・生活習慣病予防 

【現状と課題】 

○  平成 24年度に策定した「第２次健康おかやま 21」に沿っ

て、健康寿命の延伸を目指して、住民主体の健康づくりの推

進と健康づくりに取り組みやすい環境整備を進めています。

市町の健康増進計画や食育推進計画の推進や食事、運

 

 

 

 

 

 

 



 

 

動、休養等の一次予防に重点を置いて生涯を通じた健康づ

くりを幅広い関係団体と協働で行うことが必要です。 

○  健康づくりの環境整備として推進している「禁煙・完全分煙

実施認定施設」は 981 施設、「栄養成分表示の店登録施

設」は 430施設（平成27年３月31日現在）で、年々増加し

ています。今後も認定・登録施設の増加を図る必要がありま

す。 

○ 生活習慣病の予防に主眼を置いた特定健康診査・特定保

健指導を医療保険者が実施していますが、受診率は計画の

目標値に比して低い状況にあります。地域保健と職域保健が

連携し、受診率の向上や効果的な保健指導への取組が必

要です。 

○ 当圏域の主要死因の第１位であるがん（悪性新生物）対策

として、検診受診率と要精密検査者の受診率向上に取り組

む必要があります。特に、女性で罹患率の高い乳がんや若

年者の罹患率が増加傾向にある子宮頸がん検診についての

受診率向上に努める必要があります。 

 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

健康増進活動

の充実強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「第２次健康おかやま 21」や市町の健康

増進計画の推進を支援します。 

○愛育委員会、栄養改善協議会等の関係

団体と協働し、健康づくりや食育の取組

を推進します。 

○「禁煙・完全分煙実施施設認定事業」、

「栄養成分表示の店登録事業」について

関係団体と協働して認定・登録施設数

の拡大に取り組むとともに、広く住民に啓

発します。 

○愛育委員、栄養委員が健康づくりボランテ

ィアとして地域の活動が効果的に展開で

きるよう、自主活動への取組を支援しま

す。 

○健康増進のためのプログラム（「晴れの国

33 プログラム」等）の普及や活用により、

県民が主体的に健康づくりに取り組む気

運を醸成します。 

生活習慣病予

防の推進 

○「第２次健康おかやま 21」の基本理念に

沿って一次予防の取組を強化します。

 

 

○健康づくりの環境整備として推進している「禁煙・完全 

分煙実施認定施設」は 986施設、「栄養成分表示の店 

登録施設」は495施設（平成29年３月31日現在）で、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「第２次健康おかやま 21」の基本理念に沿って一次

予防の取組を強化します。地域・職域保健連携推進



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域・職域保健連携推進協議会等によ

り、市町だけでなく、商工会など関係者と

連携し、事業所におけるポピュレーション

アプローチ※の支援も行います。 

○医療保険者が行う特定健康診査・特定保

健指導の円滑な実施に向け、関係団体

と連携して支援を行います。 

○医療保険者が行う保健事業を、効果的・

に実施するため、データヘルス計画の策

定支援を行います。 

○関係団体と連携し、県民にがんについて

の情報を提供し、がん検診受診率の向

上に努めます。 

○血糖値異常者等が増加していることから、

岡山県栄養士会等と連携し、県民への

健康教育や保健指導の充実に取り組み

ます。 
 

会議等により、職域と地域保健関係者が連携した取

組支援を行います。 

 

 

 

○医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導の

円滑な実施に向け、関係団体と連携してデータヘル

ス計画の推進に対する支援を行います。 

 

②  母子保健 

【現状と課題】 

○  圏域の市町が実施している乳児健康診査、１歳６か月児

健康診査、３歳児健康診査（以下「乳幼児健康診査」）は、子

どもの成長・発達の確認や保護者の育児支援の場として重

要ですが､管内では岡山市及び東備地域の乳幼児健康診査

の受診率は岡山県よりも低く、受診率の向上に努める必要が

あります。(図表11-1-4-1) 

   また、乳幼児健康診査では、精神発達面で経過観察や継

続的な支援が必要な子どもが増えており、発達上の課題を

持つ児や保護者への地域での支援体制の充実が引き続き

必要です。 

○ 市町を中心に、妊娠届出時の面接を行うなど妊娠期から

の支援を行うことで、保護者の育児への不安や負担の軽減

に努めています。医療機関から支援が必要な妊産婦、新生

児を市町に連絡する「ハイリスク妊産婦連絡票」、「ハイリスク

新生児連絡票」は増加傾向にあります。(図表11-1-4-2) 

○ 妊娠 11 週までに妊娠届出を行う妊婦の割合は年々増加

していますが、引き続き早期に妊娠届出が行われるよう普及

啓発する必要があります。また、妊娠期からの健康管理や疾

病予防、安心な育児環境の確保を図るために、市町が行う

妊婦健康診査の公費助成制度や乳幼児健康診査、子ども

の医療費の助成制度の普及啓発を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

母子保健活動

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛育委員会や保育所、幼稚園など地域の

関係機関と連携し、乳幼児健康診査の

受診率の向上を目指します。 

○市町は、妊婦面接、新生児訪問、乳児家

庭全戸訪問事業、乳幼児健康診査に積

極的に取り組むとともにハイリスク妊産

婦・新生児連絡票の活用を進め、産科

医療機関等との連携を図り、妊娠・出産

期からの切れ目のない支援を実施し、

子育ての不安や負担感に早期に対応

し、児童虐待予防に努めます。 

○成長発達に課題を持つ児を市町の乳幼

児健康診査等の機会に早期に発見し、

その児が適切な療育を受けられるよう、

子どもの健やか発達支援事業や市町が

行う要観察児教室、発達障害児を抱え

る親の集い事業等により、保健、医療、

福祉分野が連携した地域の支援体制づ

くりに取り組みます。 

育児支援の環

境づくり 

 

 

○地域ぐるみで子育て支援が推進できるよ

う、当圏域の愛育委員会、栄養改善協

議会で継続実施している「地域のお母

さんがすすめる健康支援事業」などを支

援し、地域の育児力の向上を進めます。 

早期妊娠届出

の推進 

 

○市町を中心に愛育委員会とも連携し、妊

娠 11 週までのできるだけ早い時期に妊

娠届出をするよう啓発を行います。 

妊娠期等にお

ける喫煙、飲

酒及びうつ予

防対策の推進 

 

 

 

○妊娠・出産届出時の面接や妊産婦訪問等

において、市町が育児中の親への喫煙・

飲酒についての健康教育が適切に行え

るよう、支援します。 

○産後うつなど産後のトラブル等の予防対

策が適切に行えるよう、産科医療関係者

と連携し、ハイリスク連絡票の活用等に

より、妊娠期から切れ目のない支援を行

います。 

○愛育委員会・栄養改善協議会や学校と協

働し、思春期からの健康づくりを行いま

す。 
 

【追記】 

○妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う 

「子育て包括支援センター」の設置を促進します。 

 

 

 

 

 

③ 高齢者支援 

【現状と課題】 

○  当圏域の高齢化率は、平成 26 年 10 月 1 日現在で

26.4％であり、岡山県（28.0％）より下回っているものの、全

国（26.0％）を上回って高齢化が進んでいます。 

○  当圏域の65歳以上の要支援・要介護認定者は、平成27

年３月末現在、49,516 人、認知症高齢者は、平成 27 年度

推計で、31,584 人ですが、団塊の世代の高齢化に伴い、今

 

 

○当圏域の高齢化率は、平成28年10月1日現在で

27.5％であり、岡山県（29.2％）より下回っているもの

の、全国（27.3％）を上回って高齢化が進んでいま

す。 

○当圏域の 65 歳以上の要支援・要介護認定者は               

平成 29年 3月末現在、50,428人、認知症高齢者



 

 

後、いずれもさらに増加することが予想されます。(図表 11-

1-4-3、11-1-4-4) 

○  高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにする

ため、医療、介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な

生活支援サービスが包括的・継続的に提供できる地域の体

制（地域包括ケアシステム）を構築することが求められてい

ます。 

 

○ また、地域包括ケアシステムを構築していくなかで、認知

症になっても、本人の意思が 尊重され、できる限り住み慣

れたよい環境で暮らし続けることができる社会の実現が求め 

られています。 

【施策の方向】 

項 目 施策の方向 

地域包括ケア

システムの構

築に向けた支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域包括ケアシステム構築の中核を担う地

域包括支援センター職員の資質向上など

の機能強化を通じて、市町が取り組む住

民主体の介護予防事業の推進や生活支

援サービスの提供体制の整備を支援しま

す。 

○連絡会議や研修会等を通じて、認知症の人

が早期から適切なサービスを受けることが

できる体制の整備、見守りネットワークの構

築や介護家族に対する支援等、市町が取

り組む認知症施策の推進を支援します。 

○高齢者を支援する関係団体と連携して、

「食」を通じた高齢者の健康づくりを支援し

ます。 
 

は、平成29年度推計で、33,959人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  歯科保健 

【現状と課題】 

○ 生涯を通じた歯の健康づくりを進めるためには、むし歯予防

や歯周疾患対策を効果的に進め、「8020 運動」の推進を図

るとともに、高齢者の口腔ケアを進める必要があります。 

また、脳卒中、糖尿病等５疾病の医療連携を推進する中

で、口腔ケアを充実させ、ＱＯＬの向上を図っていく必要があ

ります。 

○ ３歳児のむし歯有病率は長期的には減少傾向ですが、平

成 25 年度は、岡山県 19.5％に対して、当圏域は、岡山市

19.3％、岡山地域 23.3％、東備地域 20.5％であり、岡山市

を除いて 320（サンニイマル）が未達成の状況です。 (図表

 

 

○ 生涯を通じた歯の健康づくりを進めるためには、むし

歯予防や歯周疾患対策を効果的に進め、「8020 運

動」の推進を図る必要があります。 

また、誤嚥性肺炎の予防や食べる機能の強化など

口腔ケアを充実させ、QOL の向上を図っていく必要

があります。 

○３歳児のむし歯有病率は長期的には減少傾向です

が、平成 27 年度は、岡山県 19.9％に対して、当圏域

は、岡山市 20.1％、岡山地域 20.8％、東備地域

21.8％であり、320（サンニイマル）が未達成の状況で



 

 

11-1-4-5) 

 

 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

歯科保健の

推進 

   

 

 

 

 

 

 

○愛育委員会等と連携して、個別訪問や保育

所、幼稚園等での、乳幼児のむし歯予防を

啓発します。 

○「320 運動」の目標達成を目指して、乳幼児

期からの効果的なブラッシング方法や仕上

げ磨きの啓発、フッ化物塗布等の普及など

予防に重点を置いた保健指導の充実を図り

ます。 

○県南東部地域医療連携推進事業等の推進

や愛育委員会や栄養改善協議会の活動を

通じて、口腔ケアの必要性を啓発します。 

○医科歯科連携を図り､寝たきり者や高齢者の

口腔ケアを推進し、誤嚥性肺炎の予防や栄

養状態の改善に取り組み、ＱＯＬの向上を図

ります。 
 

す。  

 

 

⑤ 結核・感染症対策 

【現状と課題】                                                

○ 当圏域の新登録結核患者数はほぼ横ばいの状況にありま

すが、年齢別では、高齢者が多くなっています。発見の契機

としては医療機関受診によるものが多くなっています。(図表

11-1-4-6) 

○ 当圏域のＢＣＧ接種率は、岡山市では 95％を超えている

状況ですが、岡山地域、東備地域では 80％程度と岡山県を

下回っている状況です。また、住民を対象とした定期健康診

断の受診率は、圏域内のいずれの地域においても 95％を超

えている状況ですが、引き続き、市町とともにＢＣＧ接種率や

定期健康診断受診率の向上に向けた取組を進めることが大

切です。 

○ 結核患者の早期発見と適切な接触者検診の実施、医療機

関と連携した確実な服薬支援の推進が必要です。 

○ 当圏域では、年間を通じて腸管出血性大腸菌感染症の発

生があり、発生防止のための食品の衛生的な取り扱いに関

する知識の啓発、発生時のまん延防止対策を行う必要があ

ります。また、ノロウイルスやインフルエンザによる集団感染

等、高齢者介護施設等における予防対策が課題となってい

 

 

 

 

 

 

○当圏域のＢＣＧ接種率は、岡山市では 100％です

が、岡山地域、東備地域では 79％程度と岡山県を

下回っている状況です。また、住民を対象とした定期

健康診断の受診率は、圏域内のいずれの地域にお

いても 96％を超えている状況ですが、引き続き、市

町とともにＢＣＧ接種率や定期健康診断受診率の向

上に向けた取組を進めることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ます。 

○ 予防接種で防ぐことが可能な感染症もあり、予防接種法に

基づき市町が実施する定 期の予防接種の接種率向上を図

っています。 

○ 肝炎やエイズ・性感染症の相談や無料検査を実施するとと

もに、ウィルス性肝炎の治療費の一部について助成を行って

います。(図表11-1-4-7,11-1-4-8) 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

結核対策の充

実強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○適切かつ確実な治療が行われるよう、医療

機関をはじめ関係機関と連携しながら服

薬支援（ＤＯＴＳ）を推進します。 

○医師会と連携して医師に対する研修等を実

施し、結核患者の早期発見と早期治療に

よるまん延防止に取り組みます。 

 また、結核患者が一般病院、診療所で治

療を受ける場合も、結核専門医療機関、

結核専門医との連携による適切な医療を

推進します。 

○有症状者が早期に医療機関を受診するよ

う、また高齢者や医療従事者、教育従事

者等の健康診断（胸部Ｘ線検査等）受診

率の向上を目指して、普及啓発を進めます。  

○愛育委員会と連携した啓発活動等により、

市町のＢＣＧ接種率の向上を支援します。 

感染症対策の

充実強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市町等と連携しながら、感染症に関する正

しい知識の普及により発生予防を図るほ

か、発生時には情報を迅速・的確に把握

し、早期の予防対策の推進とまん延防止

に取り組みます。 

○予防接種法に基づき市町が実施する定期

予防接種について、市町や教育委員会等

と連携し、接種率向上に向けた取組を支

援するとともに、特に麻しんについては岡

山県麻しん対策指針に従い、麻しん排除

の状態を維持する取組を支援します。 

○医療関係者や関係機関等の研修、情報提

供等により、新興感染症をはじめとする

様々な感染症に対する健康危機管理体

制の整備を推進し、発生時にはまん延防

止に向けて、迅速かつ的確な対応を行い

ます。また、新型インフルエンザに対して

は、医療機関や市町等からなる地域連絡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、新型インフルエンザに対しては、医療機関や消防

機関、市町等と連携し「感染症患者等移送ネットワーク



 

 

会議を開催し、発生時の体制整備や普及

啓発を行います。 

○学校と連携し、エイズ出前講座等により、

若年層に対するエイズ・性感染症の正しい

知識の普及啓発に努めるとともに、イベント

等を通じてハイリスク層への啓発に取り組

みます。 
 

強化事業」の推進により発生時の対応訓練を行う等体

制整備や普及啓発を行います。 

 

 

 

⑥ 難病対策 

【現状と課題】 

○ 平成 26 年度に、「難病の患者に対する医療等に関する法

律」が制定され、この法律に基づいて、平成 27 年１月から

110 疾病を対象とした新たな医療費助成制度が始まり、当

圏域では、平成27年３月末、7,815（うち岡山市5,828）人と

なっています。（対象疾病は、平成27年7月から 306疾病

に拡大されています。） 

○ 原因が不明で効果的な治療法が確立されていない難病

は、経済的負担はもちろん、精神的にも大きな負担を伴うた

め、患者やその家族に対して、医療及び日常生活に係る相

談に応じるとともに、市町と連携して、障害者自立支援法や

介護保険法に基づく制度やサービスを適切に提供しながら

生活の維持、生活の質の向上に努めています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

難病対策の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

○岡山県難病相談・支援センター等関係機関

と連携し、難病医療福祉相談や患者・家

族の集いの開催、主治医等と連携した療

養相談、家庭訪問を行います。また、市町

の実施する居宅生活支援事業の活用を

進めます。 

○在宅療養支援計画策定評価事業を通じ

て、医療機関、訪問看護ステーション、ヘ

ルパーステーション等と連携しながら、在

宅療養生活を支援します。 

○災害時に難病患者や家族が安全に避難で

きるよう、個別支援計画の策定など、市町

や関係機関と連携し支援体制を整備しま

す。 
 

 

 

○難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づい

て、平成 29年 4月から 330疾病を対象とした医療費

助成を行っています。当圏域では、平成29年3月末、

8,651（うち岡山市6,527）人となっています。 

⑦  健康危機※管理 

【現状と課題】 

○ 健康危機事案の発生予防に努めるとともに、発生時には、

健康危機管理マニュアルに基づいた速やかな初動体制の確

 

 

 

 



 

 

立、感染や被害の拡大防止に取り組む必要があります。 

○ 当圏域では、新型インフルエンザやノロウィルス、腸管出血

性大腸菌等による集団感染や食中毒事件等に加え、岡山空

港や岡山港、宇野港等を通じた海外から持ち込まれる新た

な感染症への対策、さらに台風等の風水害、東南海地震等

の大規模な震災の発生に対する備えが必要です。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

健康危機管理

の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医療機関や社会福祉施設関係者等を対

象とした新型インフルエンザやノロウイル

ス感染等の感染予防研修会を開催し、

健康危機事案の発生予防や発生時に

適切な対応ができるよう取り組みます。 

 

○健康危機事案発生時に適切な医療が提

供できるよう、地区医師会、感染症指定

医療機関に必要な健康危機情報を提供

するとともに、医療体制について検討し

ます。 

○健康危機管理マニュアルに基づき、保健

所の健康危機管理体制を強化するとと

もに、医療機関、消防、警察等の関係機

関と地域連絡会議や合同訓練の開催等

を通じて連携を図ります。 

○健康危機事案発生時には、適切に情報を

収集・提供し、迅速に初動体制を確保す

ることとし、感染や被害の拡大防止に関

係機関と協働で取り組みます。 

また、感染者や被害者、家族等の心の

ケアに取り組みます。 
 

 

 

 

 

南海トラフ地震 

⑧  医薬品等安全対策 

【現状と課題】 

○  平成26年度に一般用医薬品の販売に係る新たなルール

を盛り込んだ改正薬事法が施行されるとともに、医療機器等

に係る新たな規制を盛り込んだ改正が行われ、名称も「医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律（医薬品医療機器等法）」とされたことにより、薬局、医

薬品販売業者等に対して改正法への適切な対応を指導す

る必要があります。 

○ 高齢化の進展に伴い、複数科受診や薬の多剤併用、長期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

投与の増加等により、医薬品の適正使用に関する知識の普

及啓発を行う必要があります。   

      

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

監視指導の実

施 

 

 

 

○薬局、医薬品販売業者等に対して、医薬

品医療機器等法への適切な対応及び医

薬品の適正使用に必要な情報提供の徹

底を重点とした監視指導を効果的かつ

効率的に実施します。 

医薬品の適正

使用の推進 

 

 

○市町、薬剤師会と連携し、「薬と健康の週

間」事業等の機会を通じ、医薬品の適

正使用のための知識の普及に積極 

的に取り組みます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨  血液確保対策 

【現状と課題】 

○ 当圏域の献血者数は増加傾向にあり、岡山県全体の約半

数を占めています。今後、少子化の進展による献血可能人

口の減少や若者の献血離れ等により、将来の輸血を必要と

する医療に支障が生じることが懸念されています。 

こうした状況を踏まえ、将来にわたって安定的に血液製剤

を提供する体制を確保していくため、次代を担う若年層を中

心に献血への協力を求める必要があります。(図表11-1-4-

10) 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

献血者の確保

対策 

 

 

○若年層の献血協力者を増やすため、市町

や愛育委員会等の地区組織と連携し、

高等学校や大学等においてキャンペー

ン等を実施し、若者の血液事業に関する

より一層の理解の促進に努めます。 

○市町や愛育委員会等の地区組織、さらに

は企業等との連携を密にし、「地域ぐる

み」、「職域ぐるみ」の献血の推進に努め

ます。 
 

 

 

当圏域の献血者数は岡山県全体の約半数を占めてい

ますが、減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩  薬物乱用防止対策 

【現状と課題】 

○ 薬物の乱用は個人の心身に重大な危害を及ぼすだけでな

く、各種犯罪の誘因となるなど社会に多大な弊害を及ぼしま

す。また、「第三次覚醒剤乱用期」と言われる状況が続くな

 



 

 

か、大麻や危険ドラッグの乱用も拡大し、青少年の間での薬

物乱用の拡大及び低年齢化が進むなど深刻な状況が続い

ており、薬物乱用の恐ろしさについて啓発する必要がありま

す。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

薬物乱用防止

の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

○覚醒剤等薬物乱用防止指導員地区協議

会活動を通じて、薬物に対する正しい知

識や薬物乱用の恐ろしさについて広く普

及啓発を推進します。 

○薬物乱用防止教室に講師を派遣するな

ど、中高校生等若年層への普及啓発に

努めます。 

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等各種の普及

啓発活動の充実を図ります。 
 

⑪  生活衛生対策 

【現状と課題】 

○ 県民の日常生活に密着した生活衛生関係営業施設（興行

場、理容所、美容所、クリーニング所、旅館及び公衆浴場）

や多数の人が利用する建築物（特定建築物）は、衛生水準

の維持向上を図ることが重要な課題となっています。 

○ 公衆浴場及び旅館業において、レジオネラ症に対する正し

い知識の啓発を行うとともに継続的な健康被害防止対策が

必要です。(図表11-1-4-11) 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

生活衛生関係

営業施設等の

衛生水準の向

上 

 

○生活衛生関係営業施設や特定建築物の衛

生的環境を確保するため、効率的な監視

指導を行うとともに、自主的な衛生管理を

促進することにより衛生水準の維持向上を

図ります。 

入浴施設にお

けるレジオネ

ラ属菌による

健康被害防止

対策 

○入浴施設を原因とするレジオネラ感染症

の発生防止を図るため、循環式浴槽の公

衆浴場や旅館に対して水質検査を実施す

るとともに、正しい知識の普及啓発等により

衛生管理の徹底を指導します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

⑫ 食品安全対策 

【現状と課題】 

○ 食品流通は複雑化、広域化するなか、県民の食品の安全

性に対する関心が高まっており、安全性を確保する取組が

必要です。また、県民、食品関連事業者、行政が互いに信

頼できる情報を共有した上で、相互に理解を深めるリスクコミ

ュニケーション※１の推進が課題となっています。 

○ 当圏域では、ノロウイルスによる食中毒や、食肉の生食が

原因と推定されるカンピロバクターによる食中毒等が発生し

ており、食品事故の発生防止のため、製造・加工・流通過程

における衛生管理の徹底等が重要となっています。(図表

11-1-4-12) 

○ 岡山県は、かきの生産量が全国第２位であり、当圏域は、

日生、邑久等多くの養殖海域を有し、岡山県のかき生産量

の 95.7％を占めています。当圏域で生産された生食用かき

を原因とする食中毒は報告されていませんが、かきや養殖

海域の水質が基準を逸脱したり、ノロウイルスが検出されるこ

とがあります。(図表 11-1-4-13、11-1-4-14、11-1-4-

15) 

○ また、近年、ノロウイルスによる有症者が増加傾向にあり、

生かきの衛生対策の充実が求められています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

生産から消費ま

での食の安全確

保 

 

 

 

 

○ノロウイルスやカンピロバクター等による食

中毒の発生防止に重点を置いて、飲食

店、旅館、弁当・仕出し屋、給食施 設

の監視指導を行います。 

○広域流通食品等事業者に対して、適正な

衛生管理、記録の作成・保存、適正な表

示の実施等を徹底するよう監視 指導

を行います。 

リスクコミュニケ

ーションの推進 

 

 

 

 

 

○消費者に生産現場の視察や体験、生産

者との意見交換 を実施することを通じ

て、相互に理解を深めるリスクコミュニケ

ーションの場を設けます。 

○「食の安全相談窓口」を引き続き設置しま

す。 

○食品営業施設、一般消費者等を対象に 

食中毒防止等の 食品衛生知識や食の安 

全・安心に関する講習会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 岡山県は、かきの生産量が全国上位であり、当圏

域は、日生、邑久等多くの養殖海域を有し、岡山県のか

き生産量の 95％以上を占めています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

かきの衛生確保 

 

 

 

 

 

 

 

  

○生かきの衛生確保を図るため、かきだけ

でなく海域海水の 検査を行うとともに、関

係者を対象とした衛生講習会を開 催し、

安全・安心なかきの生産を支援します。 

○業界の自主管理体制を確立するため、自

主検査の強化、ロット管理を含むトレーサ

ビリティ・システム※２の充実、違反等発

生時の的確な対応について関係機関等

との連携を図りながら支援・指導を行い

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 保健医療従事者の確保と資質の向上 

（１） 医師 

【現状と課題】 

○ 当圏域での人口 10 万人に対する医師数は、岡山県を上

回っていますが、地域的には偏在しており、岡山市以外の市

町は岡山県を下回っています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

医師の確保 

 

 

 

○地域医療人育成センターおかやま等が行う

医師確保対策に協力するとともに、これら

の施策に関する関係機関への情報提供を

行います。 

 

（２） 歯科医師 

【現状と課題】 

○ 当圏域での人口 10万対の歯科医師数は、全国よりも高い

岡山県をさらに上回っています。今後は、医科と連携した在

宅での歯科医療の提供など、様々なニーズに対応した歯科

医療が提供できる歯科医師が求められます。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

歯科医師の確

保 

 

 

○歯科医師会等関係機関の協力を得て、高

齢者のかかりつけ歯科医の確保に努める

とともに、在宅歯科治療に従事する歯科医

師の増加に努めます。 

 

（３） 薬剤師   

【現状と課題】 

○ 薬剤師は、医療の中で医薬品の適正使用に責任を持つ専

門家であり、医薬品の安全使用の重要性や医薬分業の進展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

により、薬局機能のより一層の充実が求められています。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

薬剤師の確保 

 

 

 

 

○岡山県薬剤師会等関係団体が、薬剤師

の資質の向上を目的として開催する各種

研修事業等へ積極的に協力する ととも

に、関係機関と連携して薬剤師の安定的

な確保に努めます。 

 

（４） 看護職員 

【現状と課題】 

○ 当圏域での人口 10 万対の看護職員数は、助産師、看護

師とも岡山県を上回っています。今後、少子高齢社会の進

行、地域包括ケアの推進、医療技術の高度化等により、看護

に対するニーズが一層高度化、多様化していきます。 

   このため、看護職員の確保と資質の向上が求められてい

ます。 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

看護職員の確

保と資質の向上 

 

○医療機関や岡山県看護協会岡山市支

部、岡山支部、東備支部と連携し、岡山

県看護協会等の実施する研修へ参加し

やすい環境をつくり、看護職員の資質向

上を図るとともに、離職防止や再就業の

促進にも取り組みます。 

 

（５） その他の保健医療従事者 

【現状と課題】 

○ 管理栄養士及び栄養士は、特定給食施設等での栄養管

理とともに、施設や地域において生活習慣病の発症・進行の

防止のため適切な栄養指導を行うことが求められています。 

○ 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、リハビリテー

ションの主要な担い手であり、在宅医療の推進にあたり、期

待される役割は大きくなっています。 

○ 診療放射線技師及び診療エックス線技師は、近年ＰＥＴ、

ＣＴ等の放射線診療機器の医療機関への導入が進み、医療

における放射線業務量がますます増加する傾向にあります。

臨床検査技師及び衛生検査技師についても、検査技術が高

度化しており、精度の高い検査が求められています。 

○ 歯科衛生士及び歯科技工士については、高度な専門知識

の確保等、資質の向上が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医療機関や岡山県看護協会岡山支部、東備支部と 

連携し、岡山県看護協会等の実施する研修へ参加し

やすい環境をつくり、看護職員の資質向上を図るとと

もに、離職防止や再就業の促進にも取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【施策の方向】 

項目 施策の方向 

その他の保健医

療従事者の確

保と資質の向上 

 

 

○各職能団体等と連携し、技術向上のため

の研修の支援等を進めるとともに、医療

機関等と連携し研修に参加しやすい職

場づくりを支援することにより、保健医療

従事者の確保対策を推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


